
　６月に出雲市立北陽小学校２年生の皆さんが町探検と題し、普段触れ合うことのないお仕事に

ついて学ぶ授業があり、ハートピア出雲を体験見学しました。

　当日はハートピア出雲の職員と利用者さんがわかりやく仕事内容や施設内の福祉機器について

説明し、小学生たちはそれらに興味深く耳を傾けていました。子どもたちにたくさんの気付きが

あったようです。（施設長　山本順久）

『ハートピアのみなさんへ』

ぼくは、ハートピアさんのところは、

からだがあまりうごかない人や、車い

すの人がくるのでいろいろなしかけが

あるからビックリしました。おふろが

あがったりやすむところやひかりルー

ムと言うとてもきれいなところがあっ

てすごいなとおもいました。あがるキッ

チンもとてもすごかったです。

『ハートピアいずものみなさんへ』

わたしは、ハートピアいずものみなさ

んに大事なことをまなびました。それ

は、どんな人でも大事にしなくては、

いけないと言うことです。わたしたち

に大事なことをまなばせてくださって

ありがとうございました。

『ハートピアいずもさんへ』

町たんけんでいろいろなものを見せていた

だき、ありがとうございました。

くるまいすを見て、わたしはくるまいすに

のっている人も来れるところなんだなとお

もいました。

トイレを見て、トイレが一人でできない人

はだれかといっしょだけど、おんなじ高さ

の人を持つのは、重いから、べんりなきか

いがあってすごいなとおもいました。
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　いずもデジサポ・サロンは今年２０１７年２月からスタートしました。毎月1回サンロー

ド中町にあるオープンスペース「市 ichi」を会場に開催しています。ご参加は自由です。

　すべての人々がどんな情報をも受け取

ることができるよう、さまざまな取り組

みがあります。たとえば点字です。また、

手話や要約筆記、さらに音声による音訳が

あります。

　いずもデジサポ・サロンは、ＩＴの技術

を活用して、これらの仕組み学び合う場で

す。とくに、現在は、デジタルによる音訳

図書の制作を中心にすえています。

　もともと音訳は視覚障がい者のために

文字情報を音訳してカセットテープにコ

ピーして配布してきました。それが、徐々にカセットではなくＣＤにコピーするようになってきています。

さらに、音声だけでなく、文字やさし絵もいっしょにして音声付きの図書のかたちになってきました。

　デイジー図書は、音声と連動して文字部分を色づけすることで、音声にあわせて目で文字を追うことが

できるようになっています。

　全国のボランティア団体のみなさんで子どもたちの教科書をデイジー化されています。

　※デイジーとは「Digital Accessible Information System」 の略で、アクセシブルなデジタル情報シ

ステムと訳されています

　そういったデイジー図書をつくるには、ある程度のパソコンでの技術が必要です。いずもデジサポ・サ

ロンでは、デイジー図書製作の方法を、みんなで共有するのが目的でもあります。

　2006 年障がい者権利条約採択からおよそ１０年たちました。日本でも障がい者差別解消法ができ、国

内法が整ったことで、ようやく２０１４年になってこの条約を批准することができました。この条約のポ

イントは、合理的配慮とアクセシビリティです。あらゆる情報へのアク

セシビリティの確保には、「デイジー」は不可欠といえましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文：南條明）

＜＜お問い合わせ＞＞

いずもデジサポ ・ サロン　（担当　南條明）

ホームページ ： https://izumo.digisuppo.info/

メール ： izumo@digisuppo.info

●南條明氏によるデイジー図書の説明（写真右奥が南條氏）

※デイジー図書をスマホで再生したのが、左の図です。

デイジー図書の再生はパソコンだけでなく、スマート

フォンでも可能です。
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　去る、５月、６月、７月の日曜日、３回に亘り私と祝部英明さんとの「二人展」を中町商店街のフリー

スペース「市 ichi」にて開催させて頂きました。

　これは南條明さん、訓代さんご夫妻が主催の「いずもデジサポサロン」の会場の一角に作品を飾る承諾

を頂き実現したものです。

　私は自作のイラストを祝部

さんはご自身で撮影された写

真をそれぞれ十数点毎回飾ら

せて頂き、額装されたそれらの

作品は会場で観るとまた違っ

た印象に感じたのは私だけで

しょうか。

さらにオリジナルのポスト

カードを会場にて販売し、来場

者のみなさんにお手にとって頂きました。

　二人展のときは私も会場に少しだけ参りました。（体力的に一日中いるのは無理なので数時間ほど顔を

出しました）友人や知人、ワークセンターフロンティーの関係者の方々など、多くの来場者にお越しいた

だきました。作品は創作するだけで完結ではなく、こうして人に観て頂いてはじめて活かされるものだと

いつも感じます。そして創作者と来場者の皆さまとの直接のコミュニケーションをとれるのも展示会の魅

力のひとつです。そこで得た刺激がまた次への創作意欲にもつながります。

この度は南條さんご夫妻、そして搬入搬出から当日の諸々のお手伝いをしていただいたワークセンターフ

ロンティー職員の阿立さんのご厚意に本当に感謝します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文：ワークセンターフロンティー利用者　米山修二）

「写真＆イラスト二人展」を開催

●会場にて南條さんご夫妻 ( 写真両端）や来場者のみなさんと
　記念撮影（写真奥左から２番目祝部さん、最前列左米山）
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事前連絡会議開催して、福祉推進課と高齢あんしん支援センターの方と介護保険への移行

＊要支援の方は高齢あんしん支援センターの方、要介護の方は居宅介護支援事業所の方が

　担当となります。

市役所福祉推進課、高齢者福祉課

介護保険への移行の方全員です。

「高齢者相談受付記録票」を作成し、高齢者

福祉課へ提出します。

本人、家族の方

相談支援事業所（障がい担当事業所）

サービス提供事業所（障がい、介護）

＊市役所福祉推進課、各支所、高齢者福

祉課の参加は必要に応じておこないます。

本人、家族の方が申請します。

相談支援専門員は申請の代行ができます。

＊相談支援専門員に相談ください。

自宅で認定調査をおこないます。介護認定係の方が認定調査をおこないます。

　＊介護保険の審査会があります。

介護度決定、ケアマネージャーが決まります。

サービス調整会議（関係者会議）

担　当　者

市役所福祉推進課→相談支援事業所

居宅介護支援事業所（介護ケアマネ事業介護保険のケアマネへの引き継ぎをします。

利用サービスへの引き継ぎをします。 所）

　誕生月の末日まで　　　障がい福祉サービスを利用します。

　誕生月の翌月１日から　介護保険サービスの利用となります。６５歳誕生月翌月

６５歳誕生月

障がい福祉サービスから介護保険への移行について

時　　期

①　≪対象者のみ≫

６５歳になる１年半～２年前

内　　容

市役所福祉推進課より介護保険移行の方の連絡

が、相談支援事業所にあります。

②　≪全員が対象≫

６５歳到達２ヶ月前

仮調査（介護度の仮判定）

介護度（仮）の判定結果を出します。

について考えます。（随時）

介護度がどの程度

か判定してみます。

どのくらいのサービスが使えるのか考えます。

障がいのサービスを利

用している方全員が申

請をおこないます。

再度サービスの内容

を検討し、本人が安

心して利用できるよう

話し合いをします。

介護度によってサービス

の量が変わってきます。

　介護保険移行になるとき、利用される皆さんの不安が取り除けるように、65

歳になる 2年前から担当する相談員と一緒に考えていく仕組みがあります。相談員と一緒

に考えてみましょう。

　不安なこと、わからないこと、気軽に相談してください。　　（相談支援専門員　景山一優）

もうすぐ６５歳。何が変わるのかな？もうすぐ６５歳。何が変わるのかな？もうすぐ６５歳。何が変わるのかな？
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